
（平成２１年７月１５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 24 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 23 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 1468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月から同年８月まで 

    私は、Ａ町に転入後、昭和 49 年４月に国民年金に任意加入し、保険料

はすべて納付したはずであり、加入当初の 49 年４月から同年８月までの

５か月間が未納となっているのは納得できない。 

    昭和 51 年７月 29 日にＡ町年金係より手帳が２冊あったので統合した

との連絡があったことやＡ町職員による保険料着服事件が発覚し、着服

した期間と未納とされている期間が一致しているので良く調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間について国民年金保険料

をすべて納付し、申立期間は国民年金に初めて任意加入した当初の５か月

と短期間である。 

   また、申立人が所持している国民年金手帳及びＡ町の申立人の被保険者

名簿により、昭和 49 年４月 12 日に任意で資格取得したことが確認できる

一方、52 番違いの別の国民年金手帳記号番号Ｂ（番号）の被保険者名簿も

存在し、同時期に同町で申立人に二重に番号が付与されていたが、同町が

このような事務を行った理由は不明である。 

さらに、手帳記号番号Ｂ（番号）の被保険者名簿の資格取得日は 49 年９

月 27 日で、先に取得した日と相違しており、重複番号取り消しによる納付

記録を転記する際に記載内容に矛盾があるなど、行政側の記録管理が適正

に行われていなかったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 1469 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年７月から同年９月までの期間及び

49 年１月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年 12 月 

         ② 昭和 41 年３月から 48 年３月まで 

         ③ 昭和 48 年７月から同年９月まで 

         ④ 昭和 49 年１月から同年９月まで 

    社会保険事務所の記録では、申立期間が未納となっているが、Ａ区役

所から 50 歳前後の女性が二人来て、国民年金の加入を強く勧められた。

私は、当初は毎月、その後は３か月ごとに納付し、その後、Ｂ（地名）

に引っ越した後もちゃんと納付していたはずであり、今のままでは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年４月以降の国民年金の任意加入期間について、申立

期間③及び④を除き、すべて国民年金保険料を納付している上、申立期間

③は３か月、申立期間④は９か月と短期間であるとともに、申立期間前後

の期間は納付済みであるので、申立期間③及び④についても同様に、保険

料を納付していたものと考えるのが自然である。 

一方、申立期間①及び②の一部の期間については、申立人の国民年金手

帳記号番号は昭和 42 年 12 月に払い出されているが、申立人は、過去の保

険料をまとめて納付した記憶は無いと述べている上、申立期間②のうち、

その後の期間について、申立人が保険料を納付していたことをうかがわせ

るような周辺事情を見出すことができなかった。 
また、申立期間①及び②の 86 か月という長期にわたり保険料を納付した

にもかかわらず、その収納の記録がされていなかったと考えるのは不自然



である上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申

告書、家計簿等）も無い。 
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年７月から同年９月までの期間及び 49 年１月から同年９月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年 10 月から同年 11 月までの期間及び 43 年 11 月から

44 年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年 10 月から同年 11 月まで 

             ② 昭和 43 年 11 月から 44 年６月まで 

    申立期間における私の国民年金保険料は、その当時、時間の無駄を省

くため、まとめて納付していたので、未納と記録されていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳となった昭和 37 年３月から国民年金に加入し、申立期

間を除いて国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、厚生年金保険から国民年金への８回の切替手続を適正

に行っている上、前納制度を利用しているなど、保険料の納付意識の高さ

がうかがえる。 

さらに、申立期間は２か月及び８か月と、いずれも短期間であり、当時

同居していた申立人の両親の保険料は納付済みとなっている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1471 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料は、妻が納付した

はずであり、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間は 12 か月と短期間であり、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、国民年金制度が発足した当初から加入し、厚生年金保

険から国民年金への切替手続を適正に行っており、国民年金制度への関心

及び保険料の納付意識が高かったことがうかがえる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1472 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、昭和 36 年４月から 40 年２月までの期間及び昭和 44 年度の３

か月分の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 40 年２月まで 

             ② 昭和 44 年度の３か月 

        申立期間の国民年金保険料については、市役所の窓口にて夫婦一緒に

納付したはずであり、未納とされていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 47 年４月

にその妻と連番で払い出されており、45 年４月以降の国民年金保険料は、

すべて納付済みである。 

そして、本来時効により納付できないはずの昭和 40 年３月から 44 年３

月までの期間と昭和 44 年度の９か月分の保険料が納付済みと記録されて

おり、別の手帳記号番号の払出しは認められないので、これは特例納付し

たものと推認するほかないが、社会保険事務所の特殊台帳にその記録が無

い。申立人の妻についても、44 年１月から 49 年９月まで厚生年金保険と

の重複納付をした上、その一部は本来時効期間であるが、同様に特殊台帳

にその記録が無いので、申立人とその妻の保険料納付について、行政側の

記録管理が適正に行われていなかったことがうかがえる。 

また、申立人とその妻の国民年金の加入及び保険料の納付状況から、国

民年金制度への関心及び保険料の納付意識が高かったことがうかがえ、申

立期間①及び②についても特例納付をしたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 1473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年７月から 45 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月から 43 年３月まで 

             ② 昭和 44 年７月から 45 年３月まで 

    申立期間①については、私は昭和 38 年ごろ自営業を始めるために市役

所に住民票か戸籍を取りに行った際、国民年金の加入を勧められたので

加入し、店に集金に来ていた金融機関の人に３か月ごとに納付した。申

立期間②については、26 歳か 27 歳ごろ市内で転居し母が地区の納税組

合に納付した。申立期間①及び②が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②は、９か月と短期間であるとともに、その前後の期間の国民

年金保険料は納付済みであり、納税組合を通じて保険料を納付していたと

申立人が主張する納付組織が当時存在していたことも確認でき、保険料を

納付してくれたという申立人の母の納付記録も納付済みとなっていること

から途中の申立期間②が未納とされているのは不自然である。 

一方、申立期間①について、申立人は昭和 38 年４月に国民年金の加入手

続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは

43 年８月であることが確認でき、その時点で申立期間のうち 41 年６月以

前は時効により保険料を納付できない期間である上、申立人に別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

また、申立人が所持する国民年金手帳には転居後のＡ（地名）の住所が

記載され、手帳発行年月日は昭和 43 年８月 29 日と記載されていることか

ら、社会保険庁の記録とも一致している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年７月から 45 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



千葉国民年金 事案 1474 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 59年 12月から 61年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

        

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年 12 月から 61 年３月まで 

私は、昭和 44 年５月に国民年金に任意加入した。加入手続を行って  

くれた集金人が自宅に来て国民年金保険料を徴収していた。54 年３月に

転居する旨を伝えたら、集金人から訪問集金はできないと言われ、その

際勧められた銀行口座振替の方法に変更し、以後保険料を納付してきた。

しかし、記録では、59 年 12 月 19 日に被保険者記録を喪失したことにな

っているが、その理由が全く無く、喪失届を提出した記憶も無い。申立

期間については、保険料を納付していたはずであり、申立期間が未加入

又は未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金任意加入の資格喪失申出書を提出した記憶は無く、

申立期間当時、国民年金の被保険者資格を喪失しなければならなかった理

由は、全く考えられないと申述しているところ、申立人が昭和 59 年 12 月

に国民年金の資格を喪失しなければならない家族の経済的な事情や住居の

移転等その理由は一切見当たらず、資格喪失を申し出るべき理由は無いと

する申立人の主張に信ぴょう性がうかがえる。 

また、社会保険庁のオンライン記録には、申立期間のうち昭和 59 年 12

月については、無資格期間中の保険料納付であることによる国民年金保険

料の還付記録が認められるが、当該還付に係る記録には他の記録では記載

されている金融機関名及び支払番号の記載が無い上に、還付金の振込口座

番号が、当時の申立人の口座番号であるとの確認もできない。 

さらに、申立人は、申立期間当時、保険料の銀行口座振替を中止したこ



とは全く無いと主張しており、未加入とされている期間は、16 か月と比較

的短期間である上、口座振替を止めた形跡もうかがえないことから、申立

人が申立期間の保険料について納付したものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1475 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

    私は、昭和 47 年４月から 48 年３月分までの国民年金保険料を納めた

はずであり、未納となっているのは、納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 38 年＊月から 60 歳になる前月の平成 15

年＊月まで、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付済みであり、社

会保険庁の記録で収納年月日が確認できる昭和 57 年度以降は、すべて現年

度納付又は前納していることが確認できることから、納付意識の高さが認

められ、申立期間が 12 か月と短期間であることを踏まえると、納付しなか

ったと考えるのは不自然である。 

また、Ａ区が保管する申立人に係る「国民年金索引票」の異動記録欄に

は、「44 転入、不在、転出 48」と記載されており、昭和 44 年から 48 年の

間に不在者として取り扱われた時期はあるが、申立人が所持する国民年金

手帳には昭和 47 年４月１日発行と印刷されていることから、そのころは不

在者でなかったと推認でき、申立期間の保険料を納付することは可能であ

る。 

さらに、申立人は、申立期間及びその前後においてＡ区に居住していて、

申立期間前後が納付済みである上、昭和 49 年にＢ市に転居しているが、住

所変更手続を適切に行い、その前後の期間の保険料は納付済みであること

から、申立期間について保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1476    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から同年３月までの期間及び同年 10 月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年１月から同年３月まで 

         ② 昭和 47 年 10 月から同年 12 月まで 

    私は、65 歳になって年金の請求に行った折、申立期間が未納であると

言われた。私は３か月に１度ずつきちんと国民年金保険料を納付してき

たのに、未納があるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳に到達した昭和 37 年＊月から 60 歳になる前月の平成 14

年＊月まで、申立期間を除き国民年金保険料を納付し続けていることから、

納付意識が高かったと認められる。 

また、申立期間①及び②はいずれも３か月と短期間である上、申立期間

前後が納付済みであることから、納付されたものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人は、申立期間の前後で住所の異動は無く、家業の手伝い

をし、生活状況に変化は無かったと認められ、当時同居していた申立人の

母も、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月から 10 年年金に加入し、保

険料を完納している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。  



千葉国民年金 事案1477 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和47年７月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年７月から同年９月まで 

私は、昭和45年に国民年金に加入したときから、結婚後も忘れずに国

民年金保険料を納付してきたのに、申立期間の保険料が未納になってい

るのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、勤めていた会社を退職した昭和45年４月に国民年金の被保険

者資格を強制で取得後、結婚後も引き続き任意加入し、第３号被保険者制

度が発足する前月の61年３月まで、申立期間を除き国民年金保険料を納付

し続けており、年金制度への理解と納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の検認印及び領収書により、申立

期間前後の保険料は、昭和47年４月から同年６月までは同年６月27日に、

同年10月から48年３月までは同年１月25日にそれぞれ現年度納付している

ことが確認できることから、申立期間の保険料（３か月分）についても納

付したと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間の前後を通して、申立人の夫は同一企業に勤務し、住

所の異動も無いことから、生活状況の変化は認められない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



千葉国民年金 事案1478 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和59年４月から同年６月までの期間及び同年８月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和10年生  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和59年４月から同年６月まで 

② 昭和59年８月から同年９月まで 

昭和54年１月ごろにＡ区役所又はその出張所で国民年金の加入手続

を行って以来、厚生年金保険被保険者期間直後の未加入期間はあるが、

国民年金加入期間はすべて保険料を納付してきた。 

申立期間①についてはＡ区で納付し、申立期間②についてはＢ市Ｃ区

への転入手続と一緒に国民年金の加入手続を行い、いずれの期間も銀行

の窓口又は口座振替で保険料を納めたはずであり、未納となっているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、昭和54年１月に国民年金の被保険者資格を強制で取得し、翌

月からは付加納付を申し出て、同年７月に厚生年金保険に加入するまでの

期間の国民年金保険料を納付しており、56年５月に任意で国民年金に再加

入してからは、申立期間を除いて第３号被保険者制度が発足する前月の61

年３月まで保険料を納付し続けている上、60歳になった平成７年＊月以降

も老齢基礎年金の受給額を増やすために任意加入するなど、年金制度への

理解と納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間の前後は納付済みである上、申立期間①は３か月、申立

期間②は２か月とそれぞれ短期間であり、申立期間の保険料は納付された

と考えるのが自然である。 

さらに、申立人は、昭和59年７月にＡ区からＢ市に転居し、同月分の保

険料は納付済みであることから、転入手続と一緒に国民年金への加入手続



を行ったと推認でき、申立期間①及び②は納付が可能である上、申立人の

夫は、申立期間の前後を通して、同一事業所に勤務しており、生活状況の

変化は認められない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立期間のみ保険料が未納

とされているのは不自然であり、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。  

 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 882 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月

額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成５年４月１日から６年 11 月 19 日まで 

    社会保険庁の記録では、平成５年４月から６年 10 月までの標準報酬

月額は 20 万円にさかのぼって減額訂正されているが、当時、私は役員

であったが、社会保険関係の事務手続に関与する立場でなかったので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ厚生年金基金の記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額が最高限

度額の 53 万円であることが確認できる。 

   また、社会保険事務所の厚生年金保険の被保険者記録によると、当初、

申立人がＢ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額は 53 万円と記録さ

れていた。ところが、同事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

平成６年 11 月 19 日より後の７年５月 26 日付けで、５年４月１日にさか

のぼって、申立期間の標準報酬月額が 20 万円に引き下げられていること

が確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合

理的理由は見当たらない。 

さらに、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本から取締役の役職にあ

ったことが確認できるが、事業主は「経理、社会保険関係の業務を経理部

長に一任しており、申立人は標準報酬月額の取消及び訂正処理には関与し

ておらず、知る得る立場にもなかった。」と供述していること、及び申立

期間に在籍していた従業員も「申立人はＣ（部門名）部長であり、経理、

社会保険関係の職務には関与していなかった。」と供述していることから、

申立人が当該標準報酬月額のさかのぼった訂正処理に関与していたとは考



                      

  

え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、53 万円と訂正

することが妥当である。



                      

  

千葉厚生年金 事案 883 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月

額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から６年 11 月 19 日まで 

    社会保険庁の記録では、平成５年４月から６年 10 月までの標準報酬

月額は 20 万円にさかのぼって減額訂正されているが、当時、私の夫は

役員であったが、社会保険関係の事務手続に関与する立場でなかったの

で、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求    

めて行ったものである。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ厚生年金基金の記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額が最高限

度額の 53 万円であることが確認できる。 

   また、社会保険事務所の厚生年金保険の被保険者記録によると、当初、

申立人がＢ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額は 53 万円と記録さ

れていた。ところが、同事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

平成６年 11 月 19 日より後の７年５月 26 日付けで、５年４月１日にさか

のぼって、申立期間の標準報酬月額が 20 万円に引き下げられていること

が確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合

理的理由は見当たらない。 

さらに、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本から取締役の役職にあ

ったことが確認できるが、事業主は「経理、社会保険関係の業務を経理部

長に一任しており、申立人は標準報酬月額の取消及び訂正処理には関与し

ておらず、知る得る立場にもなかった。」と供述していること、及び申立

期間に在籍していた従業員も「申立人はＣ（部門名）部長であり、経理、



                      

  

社会保険関係の職務には関与していなかった。」と供述していることから、

申立人が当該標準報酬月額のさかのぼった訂正処理に関与していたとは考

え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、53 万円と訂正

することが妥当である。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 884 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を平成２年２月から同年９月までは 47 万円、同年 10 月

から３年２月までは 50 万円、同年３月から同年８月までは 44 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年２月１日から３年９月５日まで 

私の給与は以前と大きく変わっていないのに、申立期間の標準報酬

月額が引き下げられており、納得がいかない。 

調べ直して本来の報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録においては、当初、申立人

の申立期間の標準報酬月額は申立人が主張する平成２年２月から同年９月

までの期間については 47 万円、同年 10 月から３年２月までの期間につい

ては 50 万円、同年３月から同年８月までの期間については 44 万円と記録

されていたが、Ａ社が適用事業所に該当しなくなった日（４年１月 16

日）の後の同年２月 28 日付けで、それぞれ遡及
そきゅう

して８万円に引き下げら

れている。 

また、申立人は、当該事業所の取締役ではなかったと供述しており、法

人登記簿からも、それが確認できる。 

さらに、当該事業所を所管していた社会保険事務所には、当該事業所に

係る資料が残されておらず、申立人が標準報酬月額を遡及して引き下げる

手続に関与していたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は認められ

ない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと



                      

  

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成２年２月から同年９月までは 47 万

円、同年 10 月から３年２月までは 50 万円、同年３月から同年８月までは

44 万円に訂正することが必要であると認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 885 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 28 年６月 22 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年６月 22 日から同年８月１日まで 

私は、Ｃ社Ｄ工場から同社本社内に所在するＡ社に出向し、継続して

勤務していた。申立期間については、厚生年金保険の加入期間とされて

いないので被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の保管する労働者名簿から判断すると、申立人がＣ社及びその関連

会社であるＡ社に継続して勤務し（昭和 28 年６月 22 日にＣ社Ｄ工場から

Ａ社へ出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年８月の社会保険

事務所の記録から 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 886 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年 11 月 30 日まで 

    私の平成４年４月から５年 10 月までの標準報酬月額が引き下げられ

ていることに納得がいかない。申立期間当時の給料は、月額 60 万円ぐ

らいあったので、第三者委員会において再調査をお願いする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成５年 11 月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の同年 12 月 13 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が４年４月から５

年 10 月までの期間について 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されている

ことが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべ

き合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により取締役であったこ

とが確認できるが、元事業主及び当該事業所の社会保険事務を受託してい

た労務管理事務所は、「申立人はＢ（部門名）やＣ（部門名）の担当であ

ったので、経理及び社会保険関係には関与しておらず、社会保険料の滞納

については知らなかったのではないか。」と証言していることから、申立

人は、標準報酬月額の遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、53 万円に訂正することが必要であると

認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 887 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年１月１日から 11 年 12 月 27 日まで 

    社会保険事務所職員から、私の標準報酬月額が平成 10 年１月にさか

のぼって９万 8,000 円に訂正されている旨の説明があったが、当時は、

65 万円ぐらいの報酬であり、この記録には納得できないので訂正前の

標準報酬月額に戻してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録によると、当初、申立人

がＡ社に勤務していた平成 10 年１月から 11 年 11 月までの期間の標準報

酬月額は 59 万円と記録されていたことが確認できる。ところが、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった 11 年 12 月 27 日より後の 12 年１

月７日付けで、10 年１月１日にさかのぼって、申立期間の標準報酬月額

が９万 8,000 円に訂正されていることが確認できる。しかし、社会保険事

務所において、このような処理を行うべき合理的理由は見当たらず、社会

保険事務所において事実に反する処理を行ったものと認められる。 

また、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から取締役であったことが確

認できるが、申立人は、「Ｂ（部門名）担当の常務取締役であり、総務、

経理関係には関与しておらず、遡及
そきゅう

訂正については全く知らなかった。」

と述べており、当時の経理責任者も「申立人は、事業現場の責任者であり、

遡及訂正については知らなかったはずである。」と供述している上、当該

事業所を管轄していた社会保険事務所が保管している滞納処分票には、平

成 12 年１月７日付けで、経理責任者から全喪届、月額変更届及び算定基

礎届が提出された旨の記載があることから、申立人は当該標準報酬月額の

遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間における標準報酬月額の記録



                      

  

訂正は有効なものとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、59 万円に訂正する

ことが必要であると認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 888 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支店における資格

取得日に係る記録を平成８年４月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 28 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年４月 21 日から同年５月１日まで 

    私は、平成５年３月 22 日にＡ事業所Ｃ支店に就職し、８年４月 21 日

にＡ事業所Ｂ支店に異動となったところ、同日から同年５月１日まで

の期間については、厚生年金保険被保険者期間とは認められないとＤ

社会保険事務所より回答を受けたが、納得がいかないので再調査をお

願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   Ａ事業所Ｂ支店から提出された職員名簿及び事業主の照会回答から判断

すると、申立人がＡ事業所に継続して勤務し（平成８年４月 21 日に同事

業所Ｃ支店から同事業所Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ事業所Ｂ支店における平

成８年５月の社会保険事務所の記録から、28 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 889 

 

第１ 委員会の結論 

      事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 20 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から同年 10 月 24 日まで 

    社会保険庁の記録では、私の平成６年７月から同年９月までの標準報

酬月額が８万円となっているが、誤りであると思われるので、当該期間

の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成７年３月 31 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の同年４月６日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、６年７月から同

年９月までの期間について、20 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されてい

ることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行う

べき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立期間当時、

取締役であったことが確認できるが、当該事業所が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成７年３月 31 日より約半年前の６年 10 月 24 日に退

職している上、別の取締役が「会社のことはすべて自分が行っていた。」

と証言していることから、申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関

与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なもの

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出たとおり、20 万円に訂正することが必要である

と認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 890 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 38 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 11 月１日から 10 年９月１日まで 

平成９年 11 月から 10 年８月まで、私は 38 万円の月給をもらい、厚

生年金保険料もそれに見合う金額が控除されていたが、標準報酬月額が

９万 8,000 円となっているので、給与相当の標準報酬月額に訂正してほ

しい。 

私は、Ａ社の取締役でなく、標準報酬月額が引き下げられていたこと

も知らなかった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録においては、当初、申立人

のＡ社における申立期間の標準報酬月額は申立人が主張する 38 万円と記

録されていたが、当該事業所が適用事業所でなくなった日（平成 10 年９

月１日）の後の同年９月 18 日付けで、９年 11 月から 10 年８月まで９万

8,000 円に、遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

また、申立人及び同僚二人の供述から、申立人の業務がＢ（業務名）で

あったことが認められ、法人登記簿により、申立人が取締役でなかったこ

とが確認できる。 

さらに、当該事業所を所管していた社会保険事務所が保管する当該事業

所の事跡簿に、「10.9.18 労務士来所、大幅な収入減により全喪届提出

（休業）。そ及月変が提出されているため滞納額が確定しだい分割納入計

画を提出させる予定」と記載されている上、月ごとの厚生年金保険料等は、

申立人等の標準報酬月額が平成９年 11 月から 10 年８月まで引き下げられ

ているにもかかわらず、収納済みの９年 11 月から 10 年２月までの金額は



                      

  

減額させず、滞納している同年３月から同年８月までの金額が「０」と修

正されており、社会保険事務所において、実態にそぐわない届出を受理し、

延滞金を除く厚生年金保険料等の滞納額をなくすための不適切な処理が行

われていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認

められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、平成９年 11 月から 10 年８月までは 38 万円

に訂正することが必要であると認められる。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 891 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 44 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 11 月１日から 10 年９月１日まで 

平成９年 11 月から 10 年８月まで、私は、手取りで約 35 万円の月給

をもらい、厚生年金保険料もそれに見合う金額が控除されていたが、標

準報酬月額が９万 8,000 円となっているので、給与相当の標準報酬月額

に訂正してほしい。 

私は、Ａ社の取締役であったが、標準報酬月額の引き下げに関与して

いない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録においては、当初、申立人

のＡ社における申立期間の標準報酬月額は申立人が主張する 44 万円と記

録されていたが、当該事業所が適用事業所でなくなった日（平成 10 年９

月１日）の後の同年９月 18 日付けで、９年 11 月から 10 年８月まで９万

8,000 円に、遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

また、申立人は、法人登記簿により、取締役であったことが確認できる

が、本人及び同僚二人の供述から、役職が「Ｂ」であり、標準報酬月額の

遡及訂正に係る手続に関与していなかったと認められる。 

さらに、当該事業所を所管していた社会保険事務所が保管する当該事業

所の事跡簿に、「10.9.18 労務士来所、大幅な収入減により全喪届提出

（休業）。そ及月変が提出されているため滞納額が確定しだい分割納入計

画を提出させる予定」と記載されている上、月ごとの厚生年金保険料等は、

申立人等の標準報酬月額が平成９年 11 月から 10 年８月まで引き下げられ

ているにもかかわらず、収納済みの９年 11 月から 10 年２月までの金額は



                      

  

減額させず、滞納している同年３月から同年８月までの金額が「０」と修

正されており、社会保険事務所において、実態にそぐわない届出を受理し、

延滞金を除く厚生年金保険料等の滞納額をなくすための不適切な処理が行

われていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認

められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、平成９年 11 月から 10 年８月までは 44 万円

に訂正することが必要であると認められる。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 892 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 11 月１日から 10 年９月１日まで 

平成９年 11 月から 10 年８月まで、私は 36 万円の月給をもらい、厚

生年金保険料もそれに見合う金額が控除されていたが、標準報酬月額が

９万 8,000 円となっているので、給与相当の標準報酬月額に訂正してほ

しい。 

私は、Ａ社の取締役でなく、標準報酬月額が引き下げられていたこと

も知らなかった。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録においては、当初、申立人

のＡ社における申立期間の標準報酬月額は申立人が主張する 36 万円と記

録されていたが、当該事業所が適用事業所でなくなった日（平成 10 年９

月１日）の後の同年９月 18 日付けで、９年 11 月から 10 年８月まで９万

8,000 円に、遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

また、申立人及び同僚二人の供述から、申立人の業務がＢ（業務名）で

あったことが認められ、法人登記簿により、申立人が取締役でなかったこ

とが確認できる。 

さらに、当該事業所を所管していた社会保険事務所が保管する当該事業

所の事跡簿に、「10.9.18 労務士来所、大幅な収入減により全喪届提出

（休業）。そ及月変が提出されているため滞納額が確定しだい分割納入計

画を提出させる予定」と記載されている上、月ごとの厚生年金保険料等は、

申立人等の標準報酬月額が平成９年 11 月から 10 年８月まで引き下げられ

ているにもかかわらず、収納済みの９年 11 月から 10 年２月までの金額は



                      

  

減額させず、滞納している同年３月から同年８月までの金額が「０」と修

正されており、社会保険事務所において、実態にそぐわない届出を受理し、

延滞金を除く厚生年金保険料等の滞納額をなくすための不適切な処理が行

われていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、かかる訂正処理を行う合理的な理由は無

く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認

められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出たとおり、平成９年 11 月から 10 年８月までは 36 万円

に訂正することが必要であると認められる。 

 



                      

  

千葉厚生年金 事案 893 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を平成６年８月から同年 10 月までは 53 万円、同年 11

月から９年２月までは 56 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月１日から９年３月 31 日まで 

    私の平成６年８月から９年２月までの標準報酬月額の記録が、実際の

給与とは異なっている。当時の月給は、70 万円ぐらいだったので訂正

願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成９年３月 31 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の同年４月 14 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が６年８月から同

年 10 月までの期間については 53 万円から９万 8,000 円に、同年 11 月か

ら８年９月までの期間については 56 万円から９万 8,000 円に、同年 10 月

から９年２月までの期間ついては 56 万円から９万 2,000 円にそれぞれ

遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、

このような処理を行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖事項全部証明書により、申立期間当

時は役員でないことが確認できる上、当該事業所で事務を担当していた元

同僚は、「申立人は、Ｂ（部門名）やＣ（部門名）の仕事で、事務所には

ほとんどいなかった。」、「社長と社会保険事務所の職員とが複数回話し

合いをして、滞納分は、標準報酬を下げて対応することで話がついている

と社会保険事務所の職員から聞いた。」と証言していることから、申立人

は当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと



                      

  

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成６年８月から同年 10 月までは 53 万

円、同年 11 月から９年２月までは 56 万円に訂正することが必要であると

認められる。 



                      

  

千葉厚生年金 事案 894 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格喪

失日に係る記録を昭和 27 年６月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27 年５月１日から同年６月 20 日まで 

私は、病気療養中の昭和 27 年６月１日付けでＡ社Ｂ出張所から本社

Ｃ課への転籍を命じられたが、この時の厚生年金保険被保険者期間が１

か月抜けていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社が保有する入社後履歴等記載のある原簿及び雇用保険の加入記録等

から判断すると、申立人は、当該事業所に継続して勤務し（昭和 27 年６

月に同社Ｂ出張所から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ出張所における昭和

27 年４月の社会保険事務所の被保険者名簿の記録から、8,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 



千葉国民年金 事案 1479 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から同年６月までの期間及び 62 年１月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年１月から同年６月まで 

         ② 昭和 62 年１月から同年６月まで  

    申立期間については、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、私

がＡ市役所Ｂ出張所で国民年金への加入手続を行って年金手帳の交付

を受け、妻が保険料を納付していたはずであり、未納とされているのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立人の妻が納付したと主張し

ているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された平成元年７月の

時点では、申立期間①及び②のうち昭和 62 年３月以前は時効により保険料

を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間当時、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする

申立人の妻も申立期間②は未納となっている。 

さらに、保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）が無く、申立人自身は、保険料の納付に関与していないため、国民

年金への加入状況、保険料の納付状況等が不明であり、申立人の妻の記憶

も明確ではない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1480 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年６月から 58 年１月までの期間及び平成２年６月から

４年９月までの期間の国民年金保険料並びに平成５年１月から同年３月ま

での付加保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年６月から 58 年１月まで 

         ② 平成２年６月から４年９月まで 

         ③ 平成５年１月から同年３月まで 

    私は、会社を退職した後、Ａ市役所で加入手続きをして昭和 51 年６月

から国民年金保険料を納付したはずである。60 歳になった平成２年６月

からは、共済年金が減額退職年金のため、年金額を増やすために任意で

国民年金に加入したので２年６月から国民年金保険料を納付したはず

である。５年１月から３月までは、その前後の付加保険料が納付となっ

ているのに、納付となっていないのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している年金手帳に初めて国民年金の被保険者となった日

は昭和 58 年２月 18 日（任意加入）、被保険者でなくなった日は平成２年６

月２日、再度被保険者となった日は４年 10月 22日と記載があることから、

申立期間①及び②は、国民年金に未加入の期間であり、国民年金保険料を

納付できない上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   また、申立期間③については、社会保険庁のオンライン記録により定額

保険料を平成５年５月 28 日に過年度納付していることが確認できるので、

制度上、付加保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、保険料の納付場所、金額、納付方法等について申

立人の記憶が明確でなく、国民年金の加入状況、保険料の納付状況等が不

明である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人の申立期間①及び②の国民年金保険料並びに申立期間③

の付加保険料については、納付していたものと認めることはできない。



千葉国民年金 事案 1481 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年８月から 48 年 12 月までの期間、49 年１月から同年

２月までの期間及び同年３月の国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年８月から 48 年 12 月まで 

         ② 昭和 49 年１月から同年２月まで 

         ③ 昭和 49 年３月 

    私が 20 歳になったとき、母が私の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付していたと聞いた。保険料は近所の方が集金に来ていた

ことを姉が覚えており、私も領収書を見せてもらった記憶もある。母が

家族５人の保険料を納付していた。姉の夫の保険料は結婚する前の昭和

41 年４月から母が納付しており、私と姉は 49 年４月からの納付となっ

ている。母の性格から子供二人の 20 歳からの保険料を納付しないはず

はなく、申立期間が未納とされていることに納得ができない。 

また、昭和 49 年１月から２月までは､厚生年金保険の加入期間が判明

したが、国民年金保険料を母が納付していたはずなので､還付してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人自身は国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与して

おらず、納付していたとする申立人の母は既に他界していることから国民

年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の姉と連番で、昭和 49

年７月に払い出されていることがＡ市保管の国民年金手帳記号番号払出簿

で確認でき、その姉も申立期間の保険料は未納となっている上、申立人が

20歳になった 44年８月から 45年３月までの同払出簿を確認したが申立人

の氏名は無く、別の手帳記号番号が払い出された形跡は無い。 



   さらに、申立人の手帳記号番号の払出時点で、申立期間のうち昭和 44

年８月から 47 年３月までは時効で保険料を納付することはできない期間

である。 

加えて、Ａ市では国民年金保険料の集金組織が存在していたが､集金人は

過年度保険料を収納することはできなかったことが確認でき、申立期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無

く、申立人がほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1482 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年３月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月から 49 年３月まで 

    私が 20 歳になったとき、母が私の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付していたと聞いた。保険料は近所の方が集金に来ていた

ことを私も憶えており、母が家族５人の保険料を納付していた。私の夫

の保険料は結婚する前の昭和 41 年４月から母が納付しており、私と妹

は 49 年４月からの納付となっている、母の性格から子供二人の 20 歳か

らの国民年金保険料を納付しないはずはなく、申立期間が未納とされて

いることに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人自身は国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与して

おらず、納付していたとする申立人の母は既に他界していることから国民

年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は申立人の妹と連番で、昭和 49

年７月に払い出されていることがＡ市保管の国民年金手帳記号番号払出簿

で確認でき、その妹も申立期間は未納となっている上、申立人が 20 歳にな

った 42 年３月から 44 年２月までの同払出簿を確認したが申立人の氏名は

無く、別の手帳記号番号が払い出された形跡は無い。 

   さらに、申立人の手帳記号番号の払出時点で、申立期間のうち昭和 44

年８月から 47 年３月までは時効で保険料を納付することはできない期間

である。 

加えて、Ａ市では国民年金保険料の集金組織が存在していたが､集金人は

過年度保険料を収納することはできなかったことが確認でき、申立期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無



く、申立人がほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1483 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年５月から 50年１月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年５月から 50 年１月まで 

    昭和 44 年９月ごろ、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行った。44 年

に会社を退社し、友人と新しく仕事を始めたが収入がなく全額免除申請

書を 50 年まで毎年提出し免除申請を行っていた。申立期間の 44 年５月

から 50 年１月までについて全額免除になっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所が保管する国民年金

手帳記号番号払出簿及び前後の任意加入被保険者の資格取得年月日から昭

和 50 年２月に払い出されたことが確認でき、制度上さかのぼって免除申請

することはできないことから、申立期間のうち 49 年 12 月以前は保険料納

付を免除され得ない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる形跡は見当たらない。 

   また、申立期間について、申立人は申立人の妻が夫婦それぞれの免除申

請書を提出していたと述べているが、その妻は既に他界しており、申立期

間当時の免除手続の状況等は不明である。 

   さらに、申立人が所持する年金手帳に初めて国民年金の被保険者となっ

た日は昭和 50 年２月１日と記載され、社会保険庁の年金記録にも同日に第

１号被保険者資格を取得していることが記載されており、これらの記録が

一致し、申立期間は未加入期間となっている上、申立人が申立期間につい

て国民年金保険料の納付を免除されていたことを示す関連資料（日記等）

も無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 1484  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年７月から 10 年６月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年７月から 10 年６月まで 

私は職場を平成９年７月 10 日に退職し、翌日の７月 11 日に妻ととも

にＡ市Ｂ区役所で国民年金に加入し、９年７月から１年分の国民年金保

険料を一括払いで納付した。申立期間が未加入で未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は加入手続時の状況、納付した国民年金保険料の納付期間及び納

付状況の記憶があいまいであることから加入状況及び納付状況は不明であ

る。 

また、申立人は申立人の妻とともに平成９年７月 11 日に国民年金加入 

手続を行い、同日に１年分の保険料を一括納付したと主張しているが、申

立人の妻の最初の保険料の納付は加入手続時ではなく、同年８月 29 日に３

か月分が納付されていることが社会保険庁の記録から確認できることから、

加入手続時に申立人のみが保険料１年分を納付したと考えるのは不自然で

ある。 

さらに、当初、申立人は申立期間の１年分の保険料を前納したとの申述

であったが、申立期間当時、Ａ市においては年度をまたがっての前納を取

り扱っておらず、納付書は当該年度分のみ発行していたことが確認できる

ことから、申立内容に齟齬
そ ご

が見られる。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1485 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年７月から 52 年 12 月までの国民年金保険料について 

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 45 年７月から 52 年 12 月まで 

    申立期間当時、私の夫が機動隊に勤務しており、将来の生活に不安を

覚え昭和 45 年７月ごろ、旧Ａ市役所で国民年金加入手続をし、国民年

金保険料を銀行の口座振替で納付していたのに申立期間が未加入で未

納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年７月ごろ、旧Ａ市役所で国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 53 年２月以降に払

い出されていることが確認でき、申立人は任意加入者であるため申立期間

は未加入期間であることから、国民年金保険料を納付することができない

期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていた形跡もうかがえない。 

また、申立人は、申立期間の保険料を銀行の口座振替で納付していたと

述べているが、Ａ市で保険料が銀行口座振替で納付できるようになったの

は昭和 50 年 11 月以降であることが市の広報で確認でき、申立期間の過半

は、口座振替による保険料の納付はできず、申立内容とは相違している。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1486 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 38 年３月まで 

    昭和 36 年４月の国民年金制度発足時に、妻がＡ市役所Ｂ支所に出向い

て夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は妻が定期

的にＢ支所に行って印紙を購入して納付していた。申立期間は年金手帳

に検認印は無いが、保険料を納付したはずであり、未納となっているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の加入時期から、申

立人は、昭和 38 年 11 月ごろに国民年金の加入手続を行っていることが推

認でき、申立人が所持する国民年金手帳の発行日が同年 11 月 20 日となっ

ていることとも符合し、同手帳の記載から国民年金制度が発足した 36 年４

月１日にさかのぼって国民年金被保険者資格を強制で取得していることが

確認できる。 

また、申立期間について、国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧したが申

立人の名前は無く、昭和 38 年 11 月以前に別の手帳記号番号が払い出され

ている事情は見当たらない上、その時点では、申立期間のうち 36 年４月か

ら同年９月までの期間は時効により保険料を納付することはできず、36 年

10 月以降の期間については過年度納付が可能ではあるが、保険料を納付し

ていたという申立人の妻は、過去の未納分を一括納付した記憶は無いと説

明している。 

さらに、一緒に国民年金に加入した申立人の妻については、昭和 36 年 

５月から 37 年２月までの厚生年金保険加入期間は、平成７年２月３日に記

録追加されたもので、当初、申立人夫婦はともに同一期間が未納となって



いた上、申立期間の保険料の納付を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



千葉国民年金 事案 1487 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月及び 37 年３月から 38 年３月までの期間の国民 

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月 

         ② 昭和 37 年３月から 38 年３月まで 

    昭和 36 年４月の国民年金制度発足時に、私がＡ市役所Ｂ支所に出向い

て夫婦二人分の国民年金加入手続を行い、国民年金保険料も定期的にＢ

支所に行って印紙を購入して納付していた。申立期間は年金手帳に検認

印は無いが、保険料を納付したはずであり、未納となっているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する国民年金手帳の発行日は、昭和 37 年 11 月 20 日となっ

ているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、その夫と３番違いで払い出

されており、その夫が所持する国民年金手帳の発行日（38 年 11 月 20 日）

から、申立人は 38 年 11 月ごろに国民年金の加入手続を行ったことが推認

できる上、同手帳の記載から国民年金制度が発足した 36 年４月１日にさか

のぼって国民年金被保険者資格を強制で取得していることが確認できる。 

また、申立期間について国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧したが、申

立人の名前は無く、昭和 38 年 11 月以前に別の手帳記号番号が払い出され

ている事情は見当たらない上、その時点では、申立期間①は時効により保

険料を納付することはできず、申立期間②は過年度納付が可能ではあるが、

申立人は、過去の未納分を一括納付した記憶は無いと説明している。 

さらに、申立期間に挟まれた厚生年金保険加入期間は、平成７年２月３

日に記録追加されたもので、当初は連続した未納期間となっていて、申立

人の夫も同期間が未納となっている上、申立期間の保険料の納付を示す関

連資料(家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1488                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年４月から 42 年３月までの期間、43 年７月から 44 年

12 月までの期間及び平成６年 11 月から７年３月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年４月から 42 年３月まで 

         ② 昭和 43 年７月から 44 年 12 月まで 

          ③ 平成６年 11 月から７年３月まで 

申立期間①及び②については、私は、Ａ県Ｂ市に住んでいて、町内の

婦人会の人が国民年金の保険料を集金に来ていたので毎月支払ってお

り、申立期間③については、Ｃ県Ｄ市に住んでいて銀行で毎月納付して

いたので、申立期間について未納とされているのは納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間である３回の未納期間（合計で 35 か月）以外にも、

厚生年金保険から国民年金への切替えを行っておらず９回もの国民年金未

加入期間（合計 163 か月）があることから、年金制度を理解し納付意識が

高かったとは言い難い。 

また、申立人の夫は、申立期間①及び③の全部並びに申立期間②の後半

について、国民年金に未加入となっており、国民年金制度への関心が高く

なかったことがうかがえる上、申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間③については、申立人は昭和 46 年４月に厚生年金保険

の被保険者資格を喪失して以降、国民年金の加入手続を行っていなかった

上、第３号被保険者制度が発足した 61 年４月以降も第３号被保険者の届出

を行っていなかった結果、その後第３号被保険者に係る特例届出により、

直近で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した平成５年 10 月にさかのぼ



って第３号被保険者資格を取得したことに伴い発生した第１号被保険者期

間であり、当該記録が追加された９年５月 12 日の時点では、申立期間③は

時効により保険料が納付できないことから未納となったことが推認できる。 

   加えて、社会保険庁に記録により、納付済みとなっている申立期間③直

後の平成７年４月から８年２月までの期間については、９年５月 30 日に過

年度納付されていることが確認できるが、同時点で申立期間③は、時効に

より保険料を納付することは制度的にできない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1489 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41年５月から 43年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月から 43 年３月まで 

    昭和 41 年４月末日に会社を辞め、すぐにＡ市役所へ行き、国民健康保

険の手続をした。その際、「国民年金は、強制なので加入しなければい

けない。」と市役所の職員から説明を受け、夫婦二人分の国民年金の加

入手続をした。以後夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたはずで

あり、夫婦そろって 41 年５月から 43 年３月まで未納となっているのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年５月に国民年金の加入手続を行い、以後国民年金保

険料を納付していたと主張しているが、申立人が最初に受け取ったとする

国民年金手帳の発行日（43 年 10 月 25 日）及びその記載内容から、申立人

は同年 10 月ごろに加入手続を行い、41 年５月にさかのぼって国民年金の

被保険者資格を強制で取得したことが推認でき、それ以前に別の国民年金

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は、昭和 43 年 10 月に加入手続を行い、同年 11 月 14 日に

現年度である同年４月から同年９月までの期間の保険料を一括納付してお

り、同年 10 月及び同年 11 月の時点で、申立期間のうち時効により保険料

を納付することができない期間が２～５か月間発生する上、その後の期間

については、過年度納付が可能ではあるが、申立人は過年度納付を行った

記憶は無いと述べている。 

さらに、申立人は、申立期間当時は勤めていた会社を退職し独立開業し

たばかりで、経済的にも厳しかったと述べており、申立人の妻も申立期間

は未納である上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計



簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をうかがわせる事情は見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1490 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41年５月から 43年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年５月から 43 年３月まで 

    夫が昭和 41 年４月末日に会社を辞めたとき、すぐにＡ市役所へ行き、

国民健康保険の手続をした。その際、「国民年金は、強制なので加入し

なければいけない。」と市役所の職員から説明を受け、夫が夫婦二人分

の国民年金の加入手続をした。以後、夫が夫婦二人分の国民年金保険料

を納付していたはずであり、夫婦そろって 41 年５月から 43 年３月まで

未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫が昭和 41 年５月に国民年金の加入手続を行い、以後国

民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人が最初に受け取っ

たとする国民年金手帳の発行日（43 年 10 月 25 日）及び記載内容から、申

立人は同年 10 月ごろに加入手続を行い、41 年５月にさかのぼって国民年

金の被保険者資格を強制で取得したことが推認でき、それ以前に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

また、申立人は、昭和 43 年 10 月に加入手続を行い、同年 11 月 14 日に

現年度である同年４月から同年９月までの期間の保険料を一括納付して

おり、同年 10 月及び同年 11 月の時点で、申立期間のうち時効により保険

料を納付することができない期間が２～５か月間発生する上、その後の期

間については、過年度納付が可能ではあるが、保険料を納付していたとす

る申立人の夫は過年度納付を行った記憶は無いと述べている。 

さらに、申立人の夫は、申立期間当時は勤めていた会社を退職し独立開

業したばかりで、経済的にも厳しかったと述べており、申立人の夫も申立



期間が未納である上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をうかがわせる事

情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案1491 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和55年４月から59年３月までのうちの24か月間の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月から59年３月までのうちの24か月間 

昭和55年４月から59年３月までの免除期間のうち、24か月分の国民年

金保険料については、正確な時期は不明だが、後から追納できるという

案内を受け取ったので毎月の保険料と合わせて２年分追納した。私の記

録が、免除期間のままになっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申請免除期間とされている申立期間の48か月のうち、どの期

間を追納したか、追納した時期及び追納金額についての記憶が曖昧
あいまい

また、Ａ区役所の記録によると、詳細な経緯は不明であるものの、昭和

58年10月７日付で、申立人は不在者として登録され、その記録が「氏名変

更による回復」として回復するのが昭和61年度であることが確認できる。

連番で申立人夫婦の国民年金手帳記号番号が払い出されてから、申立人及

びその妻の納付記録が一致していない59年度及び60年度において、申立人

は保険料納付済期間のところ、妻は申請免除期間とされていることを踏ま

えると、申立人は、その記録が回復した61年度に、それまで未納とされて

いたと推認される59年度及び60年度の保険料をＡ区で納付勧奨を受けて過

年度納付したと考えるのが自然であり、申立人は、そのことと申立内容と

を取り違えている可能性が考えられる。 

で、保

険料の追納状況が不明確なため、追納の推認が困難である。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を追納していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉厚生年金 事案895 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年11月１日から４年４月30日まで 

    私の申立期間に係る標準報酬月額が訂正されているが、標準報酬月額

の訂正の手続をしたことは無いので、標準報酬月額の記録を元に戻して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成４年４月 30 日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているが、社会保険庁のオンライン記録により、その８か月後

の同年 12 月４日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、２年 11 月から

４年３月までについて 53 万円から８万円にさかのぼって訂正されている

ことが確認できる。 

しかし、申立人は、当該事業所の履歴事項全部証明書により、当該事業

所の監査役であったことが確認でき、申立人の供述により代表取締役の妻

であったことが確認できる。 

    また、申立人は、社会保険事務所による質問応答書（平成20年11月30

日）の「社会保険関係の手続は、どなたが行っていましたか。」との質問

に対し、「自分が担当していた。」と回答している上、社会保険料の滞納

があったことを認めている。 

さらに、当該事業所の元取締役は、「経理や社会保険の事務手続は申立

人がやっていた。会社は平成４年５月の大型連休前に倒産し、社長（申立

人の夫）は、どこかに行ってしまった。その後、私が会社の債務整理をし

たが、社会保険の訂正手続はしていない。また、会社の代表者印は社長が

いなくなってしまったので、社長の奥さん（申立人）が持っていたと思

う。」と供述している上、社会保険事務所では、「標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正を行う場合、必ず会社の代表者印が押された届書を提出する必要があ

る。」と回答していることから、申立人の夫である代表取締役が所在不明



の状況にあって、その妻であり監査役であった申立人が当該標準報酬月額

の訂正の届出に関与していなかったとは認め難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該事業所の監査役である申立人が、自らの標準報酬月額の訂正処理に関

与しながら、当該処理が有効なものでないと主張することは、信義則上許

されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正する必要は認

められない。 



千葉厚生年金 事案 896 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年 11 月 30 日まで 

    私の平成４年４月から５年 10 月までの標準報酬月額が引き下げられ

ていることに納得がいかない。資格喪失届や標準報酬月額変更届を提

出した記憶も無いので、正当な標準報酬月額に戻してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成５年 11 月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているが、社会保険庁のオンライン記録より、その翌月の同年

12 月 13 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、４年４月から５年 10

月までの期間について 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていること

が確認できる。 

   しかし、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立人は、当該事業所の

代表取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、当該遡及訂正への関与を否定しているが、当該事業所

の社会保険事務を受託していた労務管理事務所では、「社会保険料の滞納

を処理するための解決法を何度か申立人と話し合った。」、「社会保険料

の滞納分については、私も社長（申立人）も経営陣の範疇
はんちゅう

で何とかしよ

うと考えいろいろ模索した。ただ、こちらが解決策を決めたことは一度も

無く、最終的に社長の判断に任せていた。」と説明していることから、当

該事業所の代表取締役である申立人が当該遡及訂正に関与していなかった

とは認め難い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

代表取締役である申立人が自らの標準報酬月額の遡及訂正処理に関与しな

がら、その処理が有効なものでないと主張することは、信義則上許されず、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正する必要は認められな

い。 



千葉厚生年金 事案 897 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から５年 11 月 30 日まで 

    私の平成４年５月から５年 10 月までの標準報酬月額が引き下げられ

ていることに納得がいかない。資格喪失届や標準報酬月額変更届を提

出した記憶も無いので、正当な標準報酬月額に戻してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成５年 11 月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているが、社会保険庁のオンライン記録より、その翌月の同年

12 月 13 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、４年５月から同年９

月までの期間については 47 万円から８万円に、同年 10 月から５年 10 月

までの期間については 50 万円から８万円にそれぞれ遡及
そきゅう

して訂正されて

いることが確認できる。 

   しかし、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立人は、当該事業所の

取締役であったことが確認でき、申立人及びその夫の供述により、申立人

は代表取締役の妻であり、社会保険関係の手続を担当していたことが確認

できる。 

   また、申立人は、当該遡及訂正への関与を否定しているが、当該事業所

の社会保険事務を受託していた労務管理事務所では、「同社を訪れた際は、

申立人と話をすることが多く、手続書類への代表者印は申立人からもらう

ことが多かった。」、「社会保険料の滞納を処理するための解決法を何度

か社長（申立人の夫）と話し合った。」と供述している上、事業主（申立

人の夫）も「会社の代表者印は金庫に保管しており、自分と妻以外が押印

することは考えられない。」と供述していることを考え併せると、申立期

間当時、社会保険事務を担当する取締役であった申立人が当該遡及訂正に



関与していなかったとは認め難い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

社会保険事務を担当する取締役である申立人が自らの標準報酬月額の遡及

訂正処理に関与しながら、その処理が有効なものでないと主張することは、

信義則上許されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正す

る必要は認められない。 



千葉厚生年金 事案 898 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月から 41 年４月まで 

私は、Ａ事業所勤務中にＢ社の営業部長等にスカウトされて、昭和40

年12月から41年４月末まで同社に勤務したのに、この期間が厚生年金保

険の被保険者期間となっていないので、被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言等から、申立人が昭和42年４月以前において、期間は特定

できないがＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者原票

から、申立人が昭和42年４月１日に資格を取得し、63年11月１日に資格

を喪失したことが確認できる。 

また、３人の同僚は、厚生年金保険の関係業務は、全て事業主が行っ

ていたと述べているところ、事業主は、既に亡くなっていることから勤

務実態等に関する供述を得ることができない。 

さらに、社会保険事務所の記録から、申立期間においてＢ社の資格取

得者に申立人の記録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

加えて、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者番号払出簿

を確認したところ、申立期間において申立人に被保険者番号を払い出し

たことは確認できなかった。 

 このほか、申立期間において、申立人が厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料等

は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



千葉厚生年金 事案 899 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 11 月 16 日から３年９月 21 日まで 

    私は、Ａ県Ｂ市に在ったＣ社に平成２年 11 月 16 日から３年９月 21

日まで勤務し、その間、厚生年金保険に加入していたところ、今般、Ｄ

社会保険事務所から「３年 10 月３日にその期間の標準報酬月額 41 万円

が 30 万円に減額されている。」旨の連絡があった。事業主から減額に

ついて説明を受けた記憶が無いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録により、Ｃ社における申立人の標準報酬月額は、平成

３年８月 22 日付けで資格取得時の２年 11 月 16 日にさかのぼって、30 万

円から 41 万円に増額訂正されていたが、当該事業所が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった３年９月 21 日の翌月の同年 10 月３日付けで当該訂

正が取り消されて従前額の 30 万円に訂正されていることが確認できる。 

   一方、平成３年９月分の給料計算を含むＣ社の清算事務を受託した弁護

士事務所から提出された申立人に係る同年８月分及び同年９月分の給料支

払明細書の「厚生年金の欄」には「21,750」と記載されており、この控除

額に相当する標準報酬月額は 41 万円ではなく、訂正前の標準報酬月額 30

万円であることが確認できる上、申立人は、事業主等から増額訂正に関す

る説明は受けておらず、厚生年金保険料の負担分は求められなかったと述

べている。 

   また、当該標準報酬月額の減額訂正処理について、管轄社会保険事務所

は「理由は不明」と回答しているものの、Ｃ社において標準報酬月額を

遡及
そきゅう

訂正された被保険者は申立人だけである上、申立期間当時、当該事業

所の社会保険の関係事務を受託していた社会保険労務士は、「当時は、社

会保険事務所の立入調査が頻繁に行われていた。」と回答していることか



ら、当該標準報酬月額の減額訂正処理は、管轄社会保険事務所による事実

に即した訂正処理であった可能性が高いものと考えられる。 

   さらに、事業主は、当時の営業状況について、「平成３年９月ごろ、社

内で大きな事件があり、実質的な営業停止状態に陥り、社員の給料計算も

ままならない状況であった。訂正処理については覚えていない。」旨供述

している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 900 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年７月 31 日から 38 年８月 31 日まで 

私は、昭和 34 年 10 月 22 日にＡ社に入社し、40 年９月末日に退社す

るまで継続して勤務し、この間厚生年金保険料を支払っていたのに、

37 年７月 31 日から 38 年８月 31 日までの期間が厚生年金保険被保険者

期間となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言等から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかし、事業主は既に死亡していることから、勤務実態等に関する証言

を得ることができない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿には、申立人が、昭和 34 年 10 月 22 日に資格を取得し 37 年７月 31

日に資格を喪失したこと、及び 38 年８月 31 日に資格を再取得し 40 年９

月 10 日に資格を喪失していることが確認でき、申立期間に申立人の名前

は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

さらに、当該名簿によると、申立人に係る厚生年金保険の資格取得時の

健康保険の整理番号は「＊番」、標準報酬月額は「第４級（6,000 円）」、

再取得時の健康保険の整理番号は「＊番」、標準報酬月額は「12 千円」

となっており、不自然な記載は見当たらないことから、事業主から社会保

険庁の記録どおりの届出がなされたと考えるのが自然である。 

さらに、同僚の証言から事業主がＡ社以外に経営していた事業所の厚生

年金保険被保険者名簿を確認したが、申立人の記録は無い上、申立人が申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 901 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 56 年６月ごろから 63 年 10 月ごろまで 

私は、昭和 56 年６月ごろから 63 年 10 月ごろまでの間、Ａ社に勤務

し厚生年金保険の被保険者となっていると考えていたが、この期間が厚

生年金保険の被保険者となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立内容等から、申立人がＡ社に勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は厚生年金保険の適用事業

所となっていない。 

また、申立人は同僚の名前を記憶していないこと、及び事業主の所在

が不明であることから、申立人の勤務実態等に関する証言を得ることがで

きない。 

さらに、社会保険庁の記録によると、申立人は、昭和 55 年４月から 61

年３月までの期間が国民年金の申請免除期間となっていることが確認でき

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申出内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 902 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年５月１日から同年 10 月１日まで 

私は、昭和22年７月にＡ社に入社し、合併によりＢ社となった後も、

47年５月まで継続して勤務していた。また、26年５月にＡ社Ｃ支店から

同社Ｄ事務所に転勤となったが、同年５月から９月までの５か月間が、

厚生年金保険被保険者期間となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述及び申立人が保有していた永年勤続表彰状から、申立人が

申立期間においてＡ社Ｃ支店Ｄ事務所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｃ支店Ｄ事務所は厚生年金

保険の適用事業所となっていない上、申立人は同社Ｃ支店において、昭和

26年５月１日に被保険者資格を喪失し、同事業所において同年10月１日に

再度、被保険者資格を取得しており、申立期間における被保険者資格は無

い。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社Ｃ支店の厚生年金被保険者名簿

において、申立人が申立期間の同僚として名前を挙げた６人の被保険者期

間を確認したところ、６人全員の資格取得日が申立人と同日の昭和26年10

月１日であることが確認できる。 

さらに、Ｂ社の総務部長は、申立期間当時は別法人であることから

「申立人の勤務実態等については不明。」と回答している。 

加えて、上記６人に照会を行ったところ、連絡の取れた同僚からは、

「申立期間に当該事業所に勤務していたが、厚生年金保険料を控除されて

いたかどうかはわからない。」旨の供述を得ている。 

また、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判



断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



千葉厚生年金 事案 903 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 12 月１日から９年 12 月 30 日まで 

    私の平成７年 12 月から９年 11 月までの標準報酬月額が、実際の給与

とは異なっている。平成９年度市民税・県民税納税通知書及び９年分の

所得税の訂正申告書があるので、訂正願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成９年度市民税・県民税納税通知書及び平成９

年分の所得税の訂正申告書により、申立人は、申立期間についてその主張

する 59 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、Ａ社は、平成９年 12 月 30 日に解散を理由に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっているが、社会保険庁のオンライン記録により、その翌

月の 10 年１月９日付けで申立人の標準報酬月額の記録が７年 12 月から９

年 11 月までの期間について 59 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正され

ていることが確認できる。 

しかし、閉鎖事項全部証明書により、申立人は、当該事業所の取締役で

あることが確認でき、申立人は、総務の業務を担当していたと述べている。 

また、申立人は、「標準報酬月額の訂正処理に同意した。」旨供述して

いる上、事業主に相談すること無く、当該訂正処理に同意したことを認め

ており、元事業主も「後日、申立人から、標準報酬月額の遡及訂正を行っ

たと聞いて、その時、初めて訂正処理がされていたことを知った。」旨の

供述をしている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

総務担当の取締役である申立人が自らの標準報酬月額の減額処理に同意し

ながら、その処理が有効なものではないと主張することは、信義則上許さ

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正する必要は認め

られない。 



千葉厚生年金 事案 904 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年８月 26 日から 58 年 11 月 26 日まで 

    私は、Ａ市にあったＢ社で昭和 47 年８月 26 日から 58 年 11 月 26 日

まで勤務したが、同期間が厚生年金保険の被保険者期間となっておらず、

納得できない。  

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する昭和 52 年の源泉徴収票により、申立人が 52 年時点に

おいてＢ社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、当該源泉徴収票により、申立人の社会保険料控除額が４万

1,350 円であることが確認できるが、当該控除額は、給与及び賞与の支給

金額から試算される厚生年金保険料の額（約 12 万円）と比べて著しく低

額となっており、厚生年金保険料の控除額とは考え難い。 

また、社会保険事務所の記録により、当該事業所は厚生年金保険の適用

事業所となっていない上、公共職業安定所の記録により、当該事業所は雇

用保険の適用事業所ともなっていない。 

さらに、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、当該事業所は、平成８年

６月１日に職権で解散となっていることが確認でき、当時の役員等とは連

絡がとれず、申立人の勤務実態が不明である上、このほかに申立人の申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


